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小山市地区まちづくり構想の概要 

（ 町 谷 地 区 ） 

 

名        称 町谷地区まちづくり構想 

対象となる地域の範囲 小山市大字乙女の一部 

対象となる地域の面積 約３１ha 

ま ち づ く り の 目 標 骨格となる都市計画道路の整備を将来に見据え、ゆとりとふ

れあいをキーワードとして、無秩序で不良な開発等を抑制しつ

つ適正な市街化を誘導し、市街化区域と市街化調整区域の調和

を図り、豊な住環境の形成を図ることを目標とする。 

ま ち づ く り の 方 針 １．土地利用の方針 

  ・乙女八幡宮等の豊な緑を活かしつつ、自然環境に配慮し、

国道４号及び主要地方道藤岡乙女線等の交通利便性の高

い立地条件を生かしながら、ゆとりのある住みよい居住

空間を確保します。 

２．都市施設の整備方針 

  ・都市計画道路間々田南通り、都市計画道路間々田小金井

線の整備推進を図ります。 

  ・乙女八幡公園と新しい街区公園の整備推進を図ります。 

  ・公共下水道の整備推進を図ります。 

３．建築物等の整備方針 

・建築物の用途の制限 

  ・垣・さく構造の制限 

  ・壁面の位置の制限 

  ・建物の高さの最高限度の制限 

  ・敷地面積の最低限度 

  ・意匠の統一 

   以上のルール化を検討していきます。 

まちづくりの実現化方策  本構想実現化のために、住みよい町谷推進協議会と市が協働

でまちづくりを進めていきます。  

 町谷地区において、ゆとりがあり安心して快適に暮らせる住

環境の形成を図るためのルールづくりについて、適切な時期に

おいて検討・導入を行ないます。 

 

そ

の

他

住

公共施設及び公益施

設に関する事項 

(都市施設の配置及び

規模) 

１．幹線道路 

 ①都市計画道路3･4･101間々田南通り 

 ②都市計画道路3･4･2間々田小金井線 

 ③主要地方道路藤岡乙女線 
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よ

い

ま

ち

づ

く

り

の

推

進

に

必

要

な

事
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 ２．区画道路 

 ①市道4301、4132号線 

②その他の区画道路 

 （配置は構想図参照） 

３．歩行空間 

 ①地区北側に位置する水路用地に隣接する水田用地を活用

し、歩行者優先空間を確保し地区内ネットワークの形成を

図ります。（配置は構想図参照） 

４．都市計画公園等 

 ①街区公園（乙女八幡公園及び他1箇所） 

 ②広場等の整備（町谷公園） 

 ③地区シンボルの整備（神明宮、白龍神社） 

５．公共下水道：整備推進 

建築物に関する事項 

(用途の制限,敷地面積

の最低限度壁面の位

置の制限形態又は意

匠の制限,垣又はさく

の構造の制限等) 

 

１．建築物の用途の制限 

・次に掲げる建築物は建築してはならない。 

１）建築基準法別表第２（に）項第３号から第６号までに掲

げるもの 

別表第２（に）項 

第３号：ボーリング場、スケート場、水泳場その他こ

れらに類する政令で定める運動施設 

第４号：ホテル又は旅館 

第５号：自動車教習所 

第６号：政令で定める規模の畜舎 

２．建築物の敷地面積の最低限度 

・１６５㎡（約５０坪）以上 

ただし、次に掲げるものについては、この限りではない。 

１）当該地区計画の決定告示の日に現存する敷地で、当該規

程に不適合となった敷地について、その全部を一つの敷地

として使用するもの。 

２）当該地区計画の決定告示の日以降、公共事業により当該

規程に不適合となった敷地全部を一つの敷地として使用す

るもの。 

３）公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要

な建築物の敷地として使用するもの。 

４）市街化調整区域においては、上記に掲げるもののほか、

都市計画法第３４条に定める許可基準に適合するものとす

る。 

３．壁面の位置の制限 

 １）隣地境界線及び道路境界線までの距離：1.0ｍ 

   道路境界線とは、まちづくり構想図面に表示された道路

幅員を確保するものであり、建築物の新築時や建替え時に
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あわせて道路幅員を確保するものである。（例えば、5ｍ道

路では計画道路中心から2.5ｍが道路境界となる。） 

  ただし、次に掲げるものについては、この限りではない。 

  ①外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3ｍ以 

下である場合 

  ②物置等で軒下の高さが2.3ｍ以下で、かつ、面積が5㎡以 

内である場合 

４．建築物の高さの最高限度 

 １）建築物の高さは、前面道路の路面の中心から12ｍ以下と

しなければならない。 

 ２）建築物の各部の高さは、当該部分から前面道路の反対側

の境界線又は隣接境界までの真北方向の水平距離に1.25を

乗じて得たものに10ｍを加えたもの以下でなければならな

い。 

５．建築物等の形態又は意匠の制限 

 １）建築物の外壁や屋根、工作物・広告物等の色彩はできる

だけ原色を避け、良好な住環境にふさわしい落ち着いた色

調のものとする。 

 ２）屋外広告物の大きさ及び形状は、周囲の景観に配慮した

ものとし、複雑になる場合には、集約するよう努める。 

６．かき又はさくの構造制限 

 ・道路に面する側のかき又はさくは、次の各号の一に掲げる

ものとする。 

 １）生垣 

 ２）高さ1.8ｍ以下の補強コンクリートブロック造等のへい

で、道路境界より幅1.0ｍ以上の植栽帯を設け植栽を施した

もの。 

 ３）高さ1.8ｍ以下の金網その他これに類する透視可能なさ

く。ただし、基礎を構築する場合には、基礎の仕上がり高

さを前面道路から、0.9ｍ以下とすることができる。 

その他土地利用の制

限に関する事項 

 (樹林地,草地等の保

全等) 
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